
（公務∈封二間する特例）  

第61条 第2貴から第甘辛支で、第：川条、第㍊条、第封条、第5（う条、l招条、次条、第m条及び第樟条山域兄ぃ、国家公務   

員及び地ノノ公務員に関しては、適川Lない  

2 L軒家公務員及び地ノノ公務巨iに関しては、第㍊条Lい ＝狛甘℃退職藩」とあろノ）∫土「育捏等退職渚（昔‡27条に規定十て   

育児等退職者をい＞1以卜l司L）」と、第封条第2噂11I「対象労働省▲1i宇」とあろ〔川1「対象労働音等（第≠条に′規定   

する対象労働者等をいう 以卜同じ）」とすろ  

こう 巨こJ有林野ゴj二葉を行うLl押）経営すろわ業主虻務十る職〔巨㌧給1ぺ勘二俣巨トう特例法川冊lIご叫二法律箭111り一 以トニノ）条   

において「給特法」という）ノ〕適f「】を′之けるけ1′束公務睾川†壬「未公務＝法（昭和㍊隼法律第12（）リー）第Hl祭：ぴ）5第1∫出二規   

定－j一る短時間勤務ノ）′Fll’職を【1J扉）ろ占▲以外ノ）常時勤務すろことを要Lない国呆公務Hをl托く 1ソ、トニ山条において川   

じ）は、給特法て紆1条に規定r十る農林水産人臣又は政令直定めろとニ／Jに上りその委任をノ、乏けた肯け1卜 r＼農林水産   

大臣等」というし）ハ承認を受けて、、「．該国‘為ご公務員び）配偶宵、父母、1′一丈は配作用▲ノ）父けご′右）／）てn傷、疾病丈H   

身体卜若しくは精神仁≠l埠喜により第2条第：う妄‡州子牛′け働れ、令て宜雄）ろ期間にわたり＝常牛沃を宮むし／り二支障が寿）ろ   

≠〕〝）（以トニの条において「聖二介護家旅」という）ぴ）介．潅をすろた漬、休業をすろこと′いてきろ  

4 前∫蝉）規定に上り休業をすることができる期間け、要介．湾ノ家族ノ）首々／バ同1勘二規定する介護ヰ虻要と十る －ノ）継続   

する状態ごとに、連続する糾丹）期間内において必要と認め「ノれる期＝吊と寸て  

5 農林水産人臣等は、第封項の規にに上る休業の承認を受け上うと寸‾る圧1家公務上け両∵その′秩認L／㍉冶求がふ／ったとき   

は、当該請求に係る期間び）うナノ公携ゾ）運営に支l；鋸ミあろと，乱拘られろ＝丈H両雄ほ常き、二れを承．認Lなければ太ら   

ない．  

6 前：う項の規定は、独立行政法人通則法（平成11隼法律第10こうきぃ第2条第2」出、二規定十ろ特定独、‘′二子J二政法人ゾ）臓艮（【lこ1ノ未   

公務員法第81条び）5第1墳に規定する短時間勤務〔／）住職を【【f封）ろ首以外叫榊キ勤j管するニヒをせしない職巨もをl箱く 以   

トニび）条において特定独ヰニ行政法人臓冒」とい〉う）に／〕いて準川寸‾る こ山場合において、第ふ頃廿「圧1有林野－ii 

業を子】二う国の経営する企業に勤務する欄ほぃ什給勺▲等に閲する特例法（l旧市12叫二法律第‖1片，以トニの条において r拾   

特法」というっ）の適川を受ける国家公務睾」とあろのH「独立行政法人適似り法十平城11隼は律第＝月号）第2条第2」出二   

規定する特定独立行政法人（以仁ニの条において「特定独、1畑二政法人」とい′‾））山臓＝」土、「要しない国家公務＝」   

とあるのは「要しない職員」と、「給特法恥1条に規1上yト引呉林木成人ドし丈f土政令ソ）1上めるところにたりそぴ）射仁を′受   

けた者（以卜「農林水産人ドーニで宇」という）」とあるのは「、一1該職〔1ノ）剃横丁る特フ亡j山、一王子川二畑某人〃り這」ヒ、「、⊥う．該匡†   

未公務員」とある刷ま「、11該職長も と、前項申「農林木尾沃骨等」とあろ〔川i「特定独立行政は人の長一 と、「‥、］′去三   

公務員」とある〃）は「職員」と．組み替えろもノ）と十ろ  

7 第：う項から第5J■貞までの規定は、L】本郵政公社び）職員付こ▲「束公桔員法第別条ソ）5第卜噴に如ン上十ろ矧拝聞勤務〔け［†臓を   

占める者以外〃）常時勤務すろことを柴Lない職［i針坑ミく 以トニノ）条において「ll本郵政リH＝随員」！いうノ）に／J   

いて準用する。この場合において、第こ汀頁しぃ「国有林野事業を子J二う国び）総′さニトナ一ろわ業に勤務寸る臓ぷサ給JJ・等にm十   

ろ特例法川首和29イ巨法律第1」11片ノ 以トニぴ）条において「給特法」という、）のj庖川を′受けろIril家公務員」とある（ノ）rう二   

「一日本郵政公社の職層」と、「要しない国家公務員」とあかハけ「要しない職持」と、「給相法；糾条に別ン上rト㌃農林   

水産大臣又は政令の定めるところによりそ〃）委任を受けた苫（以仁「農林水産人い等」という ）」とあろし畑土「＝本   

郵政公社の総裁」と、「11∃該l月表公務貢」とあろリノは「、11該職∈1」と、第ふ頃廿「農林水茂人＝竿」とある（ノ）ほ「［1本   

郵政公社の総裁」と、「国家公務員」とある瑚土「職員」と．甘み伴えろヰ）ぴ）と1ろ  

8 第：う項から第5項去での規定は、地ノ／公務＝法（昭和錯隼せ律第錐1リー）第1条第1喚に規定すろ職＝＝一拍：弟28条ソ）5第1   

項に規定する租時間勤務び）職を■ト「める職員以外び）非牒摺酬哉＝左除く 以トニ椚条においてい」じ）がそり）■要介護家旅   

〝）介護をするためぴ）休業について準川すろ 二山場げ汁二おいて、祢う咋＝」「綜廿日よ昔＝栄に仙王十ろ農林水正大い丈H   

政令の定♂）るところに上りその委任を受けた昔（以卜「農林水庫人l‡（等ノといv））j と′¢）ろぴ〕ほ「地ノノ公務〔l法岬イ   

和25隼法律第261片）第6条第1項に規定寸る任命権音叉上土そ山委任を′乏けた肯し他ノノ教育行政の組織及び運享汁二間十ろ   

法律（昭和：う1年法律第1根片）第37条第1項に規定寸て県好餌■町教職巨1に／ついては、市町付ノ）教育委貴会以卜川じ）   

と、第5項中「農林水産大臣等」とある〔ノけ丈「地万公務員法第6条第1哨に規定すろ什二命相ソ仁引とそ〃）委什を′受けた首一   

と読み棒えるものとする  

ミ）給特法び）適用を′設けるl軒家公務員であって′トナ校就′’；ごこの始期に達するまて≠り一を養肯十ろモ）（川士、蔦林水魔八≠ぺ   

〃〕承認をノ、之けて、魚傷L、又は疾リl）iにかかったそ（ハイーの伸二話を子J∴〕ため、休暇を取得すろことができる  

10 前哨の規定に上り休暇を取†ミ巨㌻ることができろ［】数は、ル）イH二おいこ51Iとする  

11農林水魔人臣等は、第9条〟）規定に上ろ休暇び）承認を一三け上うと十る国家公務員かレーJそソ）承．云即〕請来があったとき   

は、公務ゾ）運′ぎミ’に粛啓があろと認められる場合をl探き、二れを承認しなければな左ない  

12「荘川紳）規定H、特定独11二子Jl政は人職冒に／〕いて準＝巨「る二い場合において、 第削頁申 r給特法の適川を・受けるH   

家公務員）とあるげ＝1「特定独、■／二子J二政法人暇巨1」と、「農林水茂人＝等」とあろ〔ハH二 い■1．‡糾1：1王独、■／二子J一政法人職＝折   

勤在する独立行政法人通則法肯写2条第2Jfけ二規定する特定独、‘／二子】二政法人ゾ）に」と、白市出い ㍉豊林水成人い写」とある佑   

は「独立＝政法人適ヒ1り法第2条第2項に貼上すろ特定独、二り二√政法人り）長」と、「H‘京公務＝」と√♭）ろ〔川士 棚：お独、【′二子」二  
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政法人職員」と読み替えるものとする。  

13 第9項から第11項までの規定は、日本郵政公社職員について準用する。この場合において、第9項中「給特法の適用   

を受ける国家公務員」とある〝）に「lJ本郵政公社職員」と、「農林水産大臣等」とあるのは「日本郵政公社の総裁」   

と、第11項巾「農林水産大臣等」とあるのは「日本郵政公社の総裁」と、「国家公務員」とあるのは「日本郵政公社   

職員」と読み替えるものとする。  

14 第9項かF）第11項までの規定は、地方公務員法第4条第1項に規定する職員について準川する。この場合において、   

第9項中「給特法の適用を受ける国家公務員」とあるのは「地方公務員法第4条第1項に規定する職員」と、「農林水産   

大臣等」とあるのは「同法第6条第1項に規定する任命権者又はその委任を受けた者（地方教育行政の組織及び運営に   

関する法律（昭和31年法律第162号）第37条第1項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会。以下  

「■りじ〔ノ）」と、第11項中「農林水甚大田等」とあるのは「地方公務員法第6条第1項に規定する任命権者又はその委任   

を受けた者」と、「国家公務員」とあるのは「同法第4条第1項に規定する職員」と読み替えるものとする。  

15 農林水産大臣等は、給特法の適用を受ける国家公務員について労働基準法第36条第1項本文の規定によりl司項に規   

定する労働時間を延長することかできる場合において、、J局亥給特法の適用を受ける国家公務員であって小学校就学の   

始期に達するまでのチを養育するもの（第17条第1項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しない   

ものに限るっ）が当該「を養育するために請求した場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、その者について、   

制限時間（同項に規定する制限時間をいうご，以トニの条において同じ。）を超えて、【局亥労働時間を延長して勤務しない   

ことを承認しなければならない。  

16 前項の規定は、給特法の適用を受ける国家公務員であって安介護家族を介護するものについて準用する「〕この場合   

において、同項中「第17条第1項」とあるのは「第18条第1項において準用する第17条第1項」と、「同項各号」とある   

のは「第18条第1唄において準用する第17条第1項第1号又は第3号」と、「、1う該r－を養育する」とあるのは「当該要介   

護家族を介護する」と読み梓えるものとする。  

17 独立行政法人通則法第2条第2現に規定する特定独立行政法人の長は、特定独立行政法人職員について労働基準法第   

36条第1項本文の規定によりI内項二こ規定する労働時間を延長することができる場合において、1該特定独立行政法人   

職員であって小学校就学の始期に達するまでの子を養育するもの（第17条第1項の規定を適用するとしたならば同項各   

片のいずれにも該当しないものに限る。）が当該戸を養育するために請求した場合で業務の運営に支障がないと認め   

るときは、その昔について、制限時間を超えて当該労働時間を延長して勤務しないことを承認しなければならない。  

18 前項の規定は、特定独立行政法人職員であって要介護家族を介護するものについて準用する。この場合において、   

同項中「第17条第1項」とあるのは「第18条第1項において準用する第17条第1項」と、「同項各号」とあるのは「第18   

条第1項において準用する第17条′第1項第1号又は第3号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介   

護する」と読み替えるものとする。  

19 R本郵政公社の総裁は、日本郵政公社職員について労働展準法第37条第1項本文の規定によりILiJ項に規定する労働   

時間を延長することができる場合において、当該日本郵政公社職員であって小学校就学の始期に達するまでのf－を者   

育するもの（第17条第1項の規定た適用するとしたならば同項各弓一のいずれにも該当しないものに限る。）が当該子を   

養育するために請求した場合で業務の運営に支障がないと認めるときは、その者について、制限時間を超えて当該労   

働時間を延長して勤務しないことを承認しなければならない。  

20 前項の規定は、日本郵政公社職員であって要介護家族を介護するものについて準用する。）この場合において、同項   

中「第17条第1項」とあるのは「第18条第1項において準用する第17条第1項」と、「同項各号」とあるのは「第18条第  

1項において準用する第17条第1項第1号又は第3号」と、「当該戸を養育する」とあるのは「1該要介護家族を介護す   

る」と読み替えるものとする。  

21地方公務員法第6条第1頓に規定：する作命権者又はその委任を受けた者（地方数百行政の組織及び運営に関する法律  

（昭和31年法律第162号）第37条第し項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会）は、地方公務員法   

第‘4条第1項に規定する職員についてツタ働基準法第36条第1項本文の規定により同項に規定する労働時間を延長するこ   

とができる場合において、当該地力ー公務員法第4条第1項に規定する職員であって小学校就学の始期に達するまでの子   

を養育するもの（第17条第1項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものに限る。）が当該   

子を養育するために請求した場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、その者について、制限時間を超えて当   

該労働時間を延長して勤務しないことを承認しなければならない。  

22 前項の規定は、地方公務員法第4条第1項に規定する職員であって要介護家族を介護するものについて準用する。こ   

の場合において、前項中「第17条第1項」とあるのは「第18条第1項において準用する第17条第1項」と、「同項各号」   

とあるのは「第18条第1項において準用する第17条第1項第1号又は第3号」と、いう該子を養育する」とあるのは い当   

該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。  

23 農林水産人臣等は、小学校就学の始期に達するまでの了一を養育する給特法の適用を受ける国家公務員であって第19   

条第1項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものが当該十を養育するために請求した場   

合において、公務の連′捌こ支障がないと認めるときは、深夜川司項に規定する深夜をいう。以トニの条において同じしつ）  
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において勤務しないことを承認しなければならない  

24 前項の規定は、普介護家族を介護する給特漣サ適川を受けか国家公務員について準川する この場合において、同   

項中「第19条第1項 とある√＝i「第20条第1噌において準用する第川条第1哨」と、「同項各号」とあろのど工「第2り条   

第1項において準川する第19条第1項各り・」と、い■寺該f一を養育する」とある叫土 い1与該要介護家族を介護する」と読   

み替えるものとすそし、  

25 独立行政法人通則法第2条第2項に規定する特定独立子J二政法人〝）長は、小学校就学び）始期に達するまでの千を養育寸‾   

る特定独、1行政法人職員であって第19条第1項び）規定を適什ト「るとLたならば同項各り・ノ）いずれにむ該、⊥1しない≠）〟）   

が1該子を養育すそために請求した場rナにおいて、業務〃）運常に支障がないと認釣るときは、溌夜において勤務し／亡   

いことを承認しなければならない  

26 前項の規定は、要介護家族を介護する特定独、二〔子J一政法人職員に／ついて準川するこ出場合において、＝墳中「第1リ   

条第1項」とあるのrま「第20条第1唄において準f‡トトる第19条第1項」と、「l小頃各ぢ一」とあろ〔りは「第20条第1咄にお   

いて準用する第川条第1項各号」と、「、11該J′一を養＃する」とあるソ）は「、⊥1該・要介護家族を介護する」と読み揮える≠）   

ソ）とする〕  

27［1本郵政公社ソ）総裁は、小′、iJ：校就ノ、み〃好雄鋸二達rj‾るまで〃）r－を蕪育する＝本郵政公社朋※であ／）て第川条第1J‘直ノ）   

規定を適用するとしたならばいけ自各ぢ一ゾ）いずれにも該：1〕Lないもぴ）がリ1該J′一を養育す虻た裾二請求した場合におい   

て、業務の運層に支障がないと認めるときは、深夜において勤務しないことを／軋認Lなければならない  

28 前項の規定は、要介護家族を介護する［1本郵政公社職員について準杵H‾る、つ こ〃）場合において、同堰中「第川条第  

1項」とあるのは「第20条第11副こおいて準用する第19条第1噌」と、「I甘碩各け」とあるのは「第20条第1項において   

準用する第19条第1項各け」と、「、■1該J′一を養古する」とあるのは「、1う該要介護家放を介濾する」と読み揮える史バハと   

するr、  

29 地方公務員法第6条第1項に規定する任命権音叉はその委任を受けた甘（地方教育行政び）組織及び運営に関する法律   

第詔条第1項に規定する県費負匝教職巨まについては、l榊車中）教育委員会）は、小字校此ノうごこぴ）始期に達するまでの予を   

養育する地方公務員法第‘′1条第1項に規定する職員であ／つて第19条第1墳の規定を適用丁るとしたならば同項各片び）い   

ずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求した場合において、公務ゾ）運ノ裾二女障がないと認めるときけ、   

深夜において勤務Lないことを承認しなければならない〔  

こ川 前唄の睨定は、要介護家族を介護する地か公務員法第・1条第1Jf＝二規定十ろ職川二／ついて準川－rブ‾る ニ〃）場合におい   

て、前項111「第19条第11山 とある瑚i「第20条第1唄において準用する第19条第1項」と、「l小唄各号」とある瑚土「第   
20条第1項において準用する第19条第1jでi各り一」と、 「、一1該イ・を養育十る」とある〔／汁t い」H亥要介護家族を介護すろ」   

と読み替えるものとする 

（第62条～第67条 略）  

（附貝り 略）  

附 則（平成1ぐ件法律第160号）（捗）   

（施行期L」）  

第1条 この法律は、平成1閂二4J＝Hから施行するLノ   

（検討）  

第2条 政府は、二の法律の右転子J二後適止うな時期において、第1条ノ）規定による改正後ゾ）育児休業、介護休業等青し［エ又J主家   

族介護を行う労働者の福祉に「判rJ‾る法律（以卜「新法」という．ノ）〝）胞子J一状況を勘案し、期間を定めて雇用される常   

に係る宙り己休業等び渦」度等に／っいて総合的に検討を加え、そ畔腋軋こ族／丸、て必要な措置を．混ずるもノ）とするり   

（育児休業の叫川こ鞋H‾る経過措置）  

第3条 この法律の施行の‖（以卜「施行日」というり）以後において新法第5条節制神）別定に上る育児休業をするため、  

l■q項の規定による中日をしょうとする労働者上土、施行口前においてむ、F■申頁及び「■司条第け如／）脱走レ）例により、、Ij該   

申川をすることがてきるり  

（以卜略）  
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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則（抄）  
（平成3年労働省令第25号）  

目次   

第1章 総則（第1条一第3条）   

第2章 育児休業（第4条一第20条）   

第3章 介護休業（第21条一第29条の2）   

第3章の2 子の看護休暇（第30条一第31条）   

第3章の3 時間外労働の制限（第31条の2一第31条の10）   

第3章の4 深夜業の制限（第3ユ．条の11一第31条の20）   

第4章 事業主が講ずべき措置（第32条第34条の2）   

第5章 指定法人（第35条第60条）   

第6章 雑則（第61条一第67条）   

附則  

第1章 総則   

（法第2条第3号の厚生労働省令で定める期間）  

第1条 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（以下「法」という。）第2条第3   

号の厚生労働省令で定める期間は、2週間以上♂つ期間とする。   

（法第2条第4号の厚生労働省令で定めるもの）  

第2条 法第2条第4号の厚生労働省令で定めるものは、労働者が同居し、かつ、扶養している祖父母、兄弟姉妹及び   

孫とする。   

（法第2条第5号の厚生労働省令で定める親族）  

第3条 法第2条第5号の厚生労働省令で定める親族は、同居の親族（同条第4号の対象家族（以下「対象家族」とい   

う。）を除く。）とする。  

第2章 育児休業   

（法第5条第2項の厚生労働省令で定める特別の事情）  

第4条 法第5条第2項の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。   

一 法第5条第1項の申出をした労働者について労働基準法（昭和22年法律第49号）第65条第1項又は第2項の  

規定により休業する期間（以下「産前産後休業期間」という。）が始まったことにより法第9条第1項の育児休業  

期間（以下「育児休業期間」という。）が終了した場合であって、当該産前産後休業期間又は当該産前産後休業期  

間中に出催した予に係る育児休業期間が終Fする目までに、当該子のすべてが、次のいずれかに該当するに至った  

とき。  

イ 死亡したとき。  

ロ ノ養子・となったことその他ク）事情により当該労働者と同居しないこととなったとき。   

二 法第5条第1項の申出をした労働者について新たな育児休業期間（以Fこの号において「新期間」という。）が  

始まったことにより育児休業期間が終了した場合であって、当該新期間が終了する目までに、当該新期間の育児休  

業に係る子のすべてが、前号イ又はロのいずれかに該当するに至ったとき。   

二 法第5条第1項の申出をした労働者について法第15条第1項の介護休業期間（以下「介護休業期間」という。）  

が始まったことにより育児休業期間が終了した場合であって、当該介護休業期間が終了する日までに、当該介護休  

業期間の介護休業に係る対象家族が死亡するに至ったとき又は離婚、婚姻の取消、離縁等により当該介護休業期間  

の介護休業に係る対象家族と介護休業申出（法第11条第3項の介護休業中Hをいう。以下同じ。）をした労働者と  

の親族関係が消滅するに至ったとき〔，   

四 法第5条第1項の申出に係る戸の親である配偶者（以下「配偶者」という。）が死亡したとき。   

五 配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により法第5条第1項の申出に係る子を養育することが困  

難な状態になったとき。   

人 婚姻の解消その他の事情により配偶者が法第5条第1項の申出に係る／・と同居しないこととなったとき。   

（法第5条第3項第2号の厚生労働省令で定める場合）  

第4条の2 法第5条第3項第2号の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。   

・法第5条第3項の申出に係ろナについて、保育所における了一の保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当  

該子が1歳に達する目後の期間について、当面その実施が行われない場合  
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二 常態とLて法第5条第3項の申出に係るr一ゾ）養育を行／」ている配偶首であ／〕て当．該J′・が1誠に達寸るl慨叫那i］  

について常態としてア・の養育を＝う了宣であ／）たヰ，〃）が次〃）いずれかに．該、11した場合  

イ 死亡Lたとき 

ロ 負†集、炊柄又は身体卜才1二しくは柿帥トノ）帖宵二上り法第5条第3墳折申廿に係る1′一を養育することが「朴難な状  

態になったときり   

ハ 婚姻の解消その他ノ）封情に上り軋偶者が法第5条第3†如川り＝に係ろ7一と「叶居Lなし、ニヒとな／）たとき   

二 6週間（多肋妊娠〃）場合にあ／〉ては、14週間）以内にH慮寸る㌣定であるか丈は産後8週間を経過しないとき   

（育児休業中Hい方法等）  

第5条 法第5条第∠頼もノ楕肌木掛【＝＝（以卜「育児休業中H」という）は．次に似げろ事項（法第5条第5咄に規   

ン上する場斜二あ／ノてほ、第1り－、第2号及び第4［ユーに掲げる事1‘勘二眼ろ）を記載した＃兄休業申出書を事業主に堤  

「1トキ▲ることに上／つて行わなければ／にL■Jない  

育児休業中出佑隼J】L】   

二 育児休業中Hをする労働肴〃）氏名   

∴ 育児休業中Ll1に係る千の1〔宰】、生年月日及び前桝り〃軌者との続柄（育児休業申什に係るイ・が、11．手亥肯しL〃ト某申け   

の際に日」生していない場合にあっては、当該育児休業中Hに係るナを＝産rLラーろ了′1立てあろヰ）び川丹〔γ】、山産r′定l】  

及び前ぢ一の労働者との続柄）   

川 育児休業舶＝に係る期間レ）糾L」＝J卜「肯児休業剛fけ定L＝ という）及び末l】（以卜「育捏休業終J／）′′定一ユ  

という′）とする＝   

f上二 百児休業小出をする労働首が当該育捏休業中山に係る「でないf▲であ／）て1胤二満たなし、ヰ）〃）をイ】▲する場合にか  

っては、当該l′一ノ〕氏γ－、斗二咋ノ＝】及び、！う．該労働晋▲と〃）続柄   

∴ 育児休業中H＝こ係るイ・が養子である場合にあ／）ては、、11該養子緑組山効ノノが′巨じたL】   

L 第4条各号に掲げろ事情がある場合にあ／つて上土、、【j．該事情に係ろ事′吏   

八 法第5条第3坤ノ）中川をrLきる上是斜こあ／」ては、前条各り∵掲げる場合に該、11する一片美   

九巨妃偶者が育児什こ業小Hけ二係るJ′一ノ）1歳到達H（法第5条第1埴第2じ主税定する1歳到達F】をいう）において  

育児休業をしている制動者が法第5条第3伯〔川い‖1をする場合にあ／」てどL、その事美   

仁 第9条各」引こ掲げろ車両が牛じた場合にあ／」てfも、1う該事由に係る甘夫   

十 一 第18条各片に掲げる事情がある掛合にあ／）ては、、lう．掛剰㈲こ係る事実  

2 事業主は、前月’汗）子れ■〃本業申出があ／〕たときけ、1該肯肛休業軒IlをLた′引軌裾二村Lて、、翫針育児休業中H＝二係   

る子の妊娠、出生若しくは養子縁組の事実又はl■申甘第7片から第11巨う一美てに掲げる■拝′夫を鉦廿日‾ることができろ書   

類の提Ll1を求めることができろ ただし、法第5製第5項に頬尤寸て場合ほ、二直「退りではない  

：i育児休業中Hlに係るJ′・が、－1該育児休業小Hけこされた後にH／上したときは、、二］該削■い本業り出をした労働者H、速や   

かに、当該J′一〝）1し‡－、′回り汗及び、⊥∃該労働者との続柄を書亜で事業ヰiに通知L／亡ければならない この場合におい   

て、事業」三は、、Ll該・方働者に対して、当該J′一ゾ汁1什〃）事実を証期す巧ことができる書類ゾ）提出を求めることができる   

（法第6条第1項第2けの厚牛労働省令で定める昔）  

）．該、上うする者とする  第6条＋法第6条第］1購‡2桝）厚生労働省令で定める首H、次ゾ）裾拉）いずれに≠  

職業に就いていない者（育児什牒そぴ）他の休業により就業していない首及び1週間の就漂＝扱が著しく少なし、手）   

ソ）として厚牛労働太いが定めろ日数以トノ）音を含む）で〔♭）ろこと   

▲＿ 負傷、疾病又は身体L諾しくは精神上叫針子に上り育相木業申出に係る千を養育十るニヒが困難な状態にある者  

でないことL   

二▲ 6週間（多蛤妊娠山場点上凍／〕ては、14馴那川勺に仙糾一ろナ定て雄）るか又は俺後8週「さ冒を経過しない音で／言  

いこと   

四 育児休業中Ⅲに係る子と同㍍している省一であること   

（法第6条第1項第3桝）厚牛労働省令で定めろ者）  

第7条 法第6条第］し墳第3主；・（／）厚牛労働省令で定める首H、次〃）とおりとする   

一 再児休掛1け＝があ／〕た＝から起貸して1隼（法第5条第3項の坤‖＝二√モ｝）／」てけ6f］）以内に庵用「是］係が終J’する  

ことが明〔Jかな労働首   

二1週間の所定労働F＝1数が苦しく少ない車）〝）として厚生労働人臣か竜持）ろf】放1ソ、卜（ノ）1引幼者一   

二 育児休業舶Hに係るイ・の親であって、l1該古児休業中＝はする′芳働音叉H、1っ線引勒糾）相田抑圧、ずれでも／にい音  

であるもげ）が前条各かノ）いずれにも該当する場合におけろ、⊥1該′芳働首   

（法第6条第1けげこだし井川易含ゾ）手続等）  
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第8条 法第6条第1項ただし吾〃）規定により、事業主が労働者からの育児休業申出を拒む場合及び育児休業をしてい   

る労働者が同項ただし吾の育児休業をすることができないものとして定められた労働者に該当することとなったこと   

により育児休業を終rさせる場合における必要な手続その他の事項は、同項ただし書の協定の定めるところによる。   

（法第6条第3項の厚生労働省令で定める事由）  

第9条 法第6条第3項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。   

一 山塵予定R白眉こ子が出生したこと。   

育児休業申出に係る子の親である配偶者の死亡   

二 配偶者が負傷又は疾病により育児休業申出に係る子を養育することが困難になったこと。   

川 配偶者が育児休業申出に係る／・と同居しなくなったこと。   

（法第6条第3噴の厚生労働省令で定める目）  

第10条 法第6条第3項の厚生甘働省令で定める目は、育児休業中出があった目の翌日から起算して1週間を経過す   

る日とする 

（法第6条第3項の指定）  

第11条 法第6条第3項の指定は、育児休業開始予定日とされた目（その日が育児休業申出があった目の翌日から起   

算して3Rを経過するf二l後の日である場斜こあっては、当該3日を経過するl′】）までに、育児休業開始予定日として   

指定する口を記載した書面を育児休業申出をした労働者に交付することによって行わなければならない。   

（育児休業開始予定日の変更の申出）  

第12条 法第7条第1項の育児休業開始予定［」の変更の申出（以卜この条及び第14条において「変吏申出」という。）   

は、次に掲げる事項を記載した変更中封書を事業主に提出することによって行わなければならない。   

一 変更申出の年月日   

変更中出をする労働者の氏名   

二 変更後の育児休業開始P定日   

r叫 変吏申出をすることとなった事由に係る事実  

2 事業主は、前項の変更中出があったときは、当該変更申出をした労働者に対して、同項第4号に掲げる事実を証明   

することができる書類の提出を求めることができる。   

（法第7条第2項の厚生労働省令で定める期間）  

第13条 法第7条第2項の厚生労働省令で定める期間は、1週間とする 

（法第7条第2項の指定）  

第14条 法第7条第2項の指定に、変更後の育児休業開始予定日とされた目（その日が変更中出があった日の翌日か   

ら起算して3日を経過する日後の目である場合にあっては、当該3日を経過する目）までに、育児休業開始予定日と   

して指定する目を記載した害向を変更申出をした労働者に交付することによって行わなければならない。   

（法第7条笥3項の厚生労働省令で定める日）  

第15条 法第7条第3項の厚生労働省令で定めるRは、育児休業中Hにおいて育児休業終r予定日とされた目の1月   

前（法第5条第3項の申出にあっては2週間前）の目とする。   

（育児休業終了子定日の変更の申‖車  

第16条 法第7条第3項の育児休業終J′予定ト】の変更の申出（以下この条において「変更申出」という。）は、次に掲   

げる事項を記載した変更申出書を事業主に提出することによって行わなければならない。   

変更中川の年月日   

変更中Hをする労働者の氏名   

二 変更後の育児休業終了予定日   

（育児休業申出の撤回）  

第17条 法第8条第1項の育児休業申出の撤回は、その旨及びその年月日を記載した書面を事業主に提出することに   

よって行わなければならない。   

（法第8条第2項の厚生労働省令で定める特別の事情）  

第18条 法第8条第2項の厚′t労働省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。   

配偶者のタヒ亡   

二 配偶者が負傷、疾病又は身休上若しくは精神上の障害により育児休業申出に係る子を養育することが困難な状態  

になったこと。   

三 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業申出に係る子と同居しないこととなったこと。   

（法第8条第3項の厚生労働省令で定める事由）  
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弟19条 法第8条符トi∫如／吊■ノニ′巨力働省令て定漉イ・狛＝t、次〔ノ）と才ぅりとすろ  

育捏休業l†州に係る十両死⊥  

一－・・・・・・：  
利一〃杵某申廿に係るIノーが養J′」 二左∵ったニヒそ叫山〟）糾－fにLり、■1．掛甘仙休業申＝キしイニノ引軌首ヒ、11該j′一と／川肌十  

Lなし、ニととね／ノたこ上   

川 椚ユ休業小川をLた′万働肴か、川冥、恥病引力射本＝－i：しこ冊．霊榊卜川昭汗二Lり、、lう．掛伊仙休業申＝二係ろJ′一  

か1歳（法第5条▲第こう叫〔川＝‖lに係ろJ′一に√阜）／〕てけ、1歳1ト小斗）に建一十ろ王で山肌、、⊥1．該J′一う㌢養什巨ろことかで  

きない状態にな／〕たニヒ   

（法第9条笥‡2項第1小甘厚牛労働相、令ご定〟）て）・恒吊  

第20条 前条肌用右上H、法第9条㈲2項第1小川ナ牛労傾げ、てナで1上狛ろ・1仙にノ小て律り＝十ろ  

第：i章 介護休業   

（法第11条≡第21け第1片山厚′巨ブう■倒賓、廿で定机ろ特別直井宜）  

77‡21条：法第11条第2項第lり一州ソニ′卜′ソJ’働省什丁心れか川jノ）糾■‘f／バ′¢〕ろJ易「汁L 次し／）とJ」りと十ろ   

一 介．攫休掛州1をした′芳働首に／）いて新たな行護休業柑＝Jり′汗軌ま／〕／二一，ニとにLり介護休業蠍膵］が終イしノたJ易「トニー¢）   

／）、 て、1う該新た／に7「謄休業期間か終「十ろl主てに、、一1．該跡イン㌧介諭紆木菜摘川】山介護什某に係ろ対象′家族が死L十  

ろに圭ったとき丈＝津酢蛸、媚如け川狛l■j、離緑ノ芳に上り、1う．該和ナノ王介諸州＼業柑＝～ijり）介．獲休業に係ろ対象ノね粍と介護休  

業申．リ1をした骨働首トノ欄㍑邦雄㍑再1舶するに圭／〕た上き  

介護休業l＝‖1をし′トニ宗一倒れ∴／穴、て′闘扉γ主格休掛り川；】丈JHγ廿休業期廿日り右左／」たニヒに上り介．港休業瀾＝廿小結   

J′した場合でふ／〕て、、11該藻前席牒休業用＝ごり（、11．熟基前席後休業持＝7り・いに．LH樵しノたJ′－∴係ろすH【J休業期間を含む  

以仁ニソ）［ユ一において同じ）丈さtf川廿い封射帖畑作「十ろ＝主てに、、■1．該「勘拓在後休≠期間又はffし一日本業持＝削し／）什  

業に係ろJ′りい十べてか、：斉ト1条ニーrilりイ丈＝」J（ノ）い平行吊∴針■トトろトン圭∵J二とご   

（法第11条昔f2∫郎持2り一l＝ノ）い，」二′巨片働宮、†トご、ノ心情ろ‡Jし叫  

第21条〝）2 はて†‡11条弟21購‡2り†用）厚牛′ソう■働名、てトご1上狛ノ1Ⅰ）ノ）は、第34条ぷH＝■と’洛り一に掲げる措杵ぐふ／十こ・まi二  

葉j二が法第11莱：節2叫7才一i2り一1＝ノ叫′巨ノノ倒省イナで1上める≠）（ハとしノて措世を講守ろ旨及び、【1．該描二帯び）糾‖を、【j．劇rl二  

f＃ぴ）対象と7己ろノ川軌首に明′Jこした≠ト／）±十ろ   

（介護千木射手川け）ノバノ：て阜）  

弟22条 介護休業申出H、次に掲げろ・い頃（けパfll条：昔ト1巾に仙いろ枕〃宮二旗／Jてけ、第1り一、第 2け及び第6   

ゝユーに掲げろ事1狛二一県る∵を．王滅した介護作業l＝＝1書を‡i妄二某i二に堤H十ろことに上／〕て子j・わなけれ圧力木石い  

介護休業申．■tいノ）f卜ノ＝一  

介護休業申．Llうを十ろノけ働片しノ）代†，  

介護休業申州に係ろ対象家鉄山吠名及び前けLり労働育と直結柄   

州 介護休業糾1＝二係る対象′哀願州Ⅰ．父付、兄射市妹丈Jま孫で｛阜）ろ場合∵」′）／〕ては、：才、i2り一しリソJイ軌れシい1う．鼠対象家族  

ヒい‖J；－し、か／J、、⊥う．該対象宏粍を扶養しノていろ車墨  

J∫二 介護休業申Hに牒沃ぺ象家朕がせ介護状態（法：才i2条弟3Lけ）「要介．i射ノこ態をいう1ソ、卜同じ）にあろ幸美   

∴ 介護休業中け1に係る柏＝帥ノ）〃＝】＝J卜■ 行．掛休業開始「定l＝ という）及び木＝（以卜「介護休業終J′r′姐1」  

という）と十るIF   

L 介推休業lり‖1に係ろ対象家朕にりいて山法箭11条flわ2」打弟21いハ介－㈲休業℃＝放   

八 範21条各り一に†軋デろ射l－iが一打ケ場合にせ／」て亡L、、■て．針目一甘二係ろ車′夫  

2 暮fi■業j三は、前∫舟ノ）介護休則l冊が沌）／）たときけ、、11．該7「［劇イく業小＝をLた′ソJ・働首に対して、川項第3り一かご〕第5り   

去で及び第8［；▲に柁げる－iを：′夫をJl州十ろこと／いできろ苫類し叫是＝1を求机ろニヒができろ ただし／、法第11条箭4巾   

に規定すろ場合H、二出陳川ごは／古、   

（法第12条第2項において準川〉トう法牒＝う条砕1項弟3り一L川ソニ′巨引軌省イナて定机ろ首）  

第2：一条 法第12条第2項において準吊トトろ法第6登三ニ才ilJ■直需3り一州r，j二′巨ソJ・倒省、て手▼ご心ソ）ろ裾丈、次山とおりと－J‾ろ  

介護休業小山が寿）つたルい↓二〕起ノ拝して9：ill以l人Jに雁川「紺系が終トトろニヒがり申、））い／にノンう・働首  

第7条▲第2り一り）′引軌肴   

（は第12条第2項において準川すろ法第G条第1叫ただし．fl＝山場今山ー崩等）  

第24条：第8条〃）肘′王どL、は第12穿こ第2項工おいて準川十ろ法第6条第1項げ二仁L吾の場合の一新彗について準用   

すろ   

（は第12条第3イ亘）指定）  

第25条 法第12条第㌻頃再指定烏、れ掛休業開始イ定Il とされた＝（そ浩＝十小介護休業申州がけ／〕たLjノ）ヤ【Jかレー）起  
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算して31】を経過する「1後の目である場釦こあっては、当該3日を経過する山 までに、介護休業開始予定日として   

指定する【」を記載した吾血を介護休業中Hlをした労働者に交付することによって行わなければならない。   

（法第13条において準用する法第7条第3項〝）厚生労働省令で定める日）  

第26条 法第13条において準用する法第7条第3項の厚牛ぷ働省令で定める【】は、介護休業中Hにおいて介護休業終   

j′r′定日とされた＝の2週間前れRとする．。   

（介護休業終F予定［］の変更の持出）  

第27条 第16条の規定は、法第13条において準用する法第7条第3項の介護休業終j′予定「」の変更の申出について   

準用する。   

（介護休業中Hの撤回）  

第28条 第17条の規定は、法第14条第1項の介護休業申出の撤回について準用する。   

（法第14条第3項において準用する法第8条第3項の厚生労働省令で定める事由）  

第29条 法第14条第3項において準用する法第8条第3項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとするり   

一 介護休業中Hlに係る対象家族の死亡   

二 離婚、婚姻の鋸肖、離縁等に上る介護休業申出に係る対象家族と当該介護休業中州をした労イ動者との親族関係の  

消滅   

二 介護休業申出をした労働者が、負傷、疾柄又は身体L若しくは精神上の障胃により、当該介護休業申出に係る対   

象家族についての法第11条第2項第2号の介護休業等L】数が93日に達する目蓋での間、当該介護休業申出に係る  

対象家族を介護することができない状態になったこと（＝，   

（法第15条第3項第1弓一の厚生労働省令で定める事由）  

第29条の2 前条の規定は、法第15条第3項第1号の厚生労働省令で定める事由について準用する。  

第3章の2 F－の看護休暇   

（子の看護休暇の申出の方法等）  

第30条 法第16条の2第1項の規定による申出（以下この条において「看護休暇申出」という。〕）は、次に掲げる事   

項を、・宴i業i三に対して明らかにすることによって、行わなければならないし、   

一 看護休暇中Hをする労働者び一氏名   

二 看護イ木暇申出に係るr一の氏名及び／i三年月日   

ニ ナの看護休暇を取得する年月l】   

閂 看護休暇中Jliに係る子が負傷し、又は疾病にかかっている事実  

2 事業主は、看護休暇申出があ／二′たときは、当該看護休暇申出をした労働者に対して、前項第4号に掲げる事実を証   

明することができる書類の提山を求めることができる。   

（法第16条の3第2項において準用する法第6条第1項第3号の厚生労働省令で定める者）  

第30条の2 法第16条の3第2項において準用する法第6条第1項第3号の厚生労働省令で定める者は、第7条第2   

号の労働者とする。   

（法第16条の3第2項において準用する法第6条第1項ただし書の場合の手続等）  

第31条 法第16条の3第2項にエコいて準用する法第6条第1項ただし書の規定により、事業主が労働者からの看護休   

暇中什1を拒む場合における必要な手続その他の事項は、同碩ただし書の協定の定めるところによる。つ  

第3章の3 時間外労働の制限  

（法第17条筒1項第2号の厚生労働省令で定める者）  

第31条の2 法第17条第1項第2号の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とするり   

一 職業に就いていない者（育県休業その他の休業により就業していない者及び1週間の就業目数が2日以F▲の者を  

含む。）であることぐ、   

二 負傷、疾病又は身体卜若しくは精神上の障害により法第17条第1項の規定による請求に係るナを養育することが  

困難な状態にある者でないことし）   

二 6週間（多胎妊娠の場合にあっては、14週間）以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しない者でな  

いこと。   

四 請求に係るア▲と同店－している者であること。   

（法第17条第1項第3号の厚生労働省令で定める者）  

第31条の3 法第17条第1項第㌻号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。   

一1週間の所定労働「】数が2F】以卜の労働者   

二 請求に係る子の親であって二一；該請求をする労働者又は当該労働者の配偶者のいずれでもない者であるものが前条  
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在り一び〕いずれに†）該、1トトち場．′ナにおけろ、11「掛ガ働名   

（法第17条第11〈恒／）規定に上ろ請求〟）ノノ▲法写）  

第31条の4 請来は、次に掲げる事項を記載した苦面せづ二業巨に寸1勘1H一ろことに上／Jて行わ′′〔けれげなし■ノ／言い  

請求状隼月＝  

請求をすろノ引勅許〃）氏名   

二 請求に係るイ・〔／用謹一、′十年二ノ＝」及び前号山労働渚とび）続柄1［請求に係る戸が、1う紘請求〔川㌍にH′t二し′ていない場合  

にあ／）ては、、11．該請求に係ろ1′－を仙）トトろr′1王て（ヤーろ君▲びりし†－、H亙「定＝及びl折り－ル甘働昔トノ）続柄）  

lJL】請求に係る71iり限期問（法第」7条第2」直情晰揖期関与いう 以トニル、：′・†に．fjいて＝じ）ゾ）糾lりかび末↑＝∵十ろ上   

江請求に係るJ′一が養J’一でふろJ去を「ナにふ／ノてrヒ、、Lう．該養∴′一線紺直効力／うミ′巨じ／′二＝   

ぺ 昔‡31条の2（ノ）キがいメ言い≠美及び昔＝1莱：い3弟2け煩労慨渚に該、1＝ノていない■I；二美  

2 事業j二は、前項サ．粗末がふ／〕たときけ、、■1言亥．粗末をLた′方働首に対Lて、、1う．該．請求∴」系るJ・〃）妊娠、～＝1二手－fLくけ   

養Jノー縁組〃）車夫又け†■r国雄6り一に掲げろ■い二‘長を．il川トトろニヒがごきろ．里駄ノ）捉州を求ヅ）ろニヒ／いできろ  

3 言lト畑二係るイーが、tl．該．‡l㍉にかされた後に山井した上き圧、、11‖を．甘木なし／た′ノj■働肯け、速べ」かに、、11［該J′一ソりと㌢．、′巨牛  

J」＝及び、」1該づJl軌賞と山風H再を．れ而ご【f‡二業巨にj止沌lしノ王＝れニf′ノ亡L、〕／ごい こしり場合におい∴ 事業主は、、l］一身芳働者   

に対して、、一1該J′一〟）州ノf二〟）率′丈を．妄l川トトること′うミできろ書類ソ）仏■】一．を求（ソ）ろニヒができろ   

（法弟17条苅31恒／叫井労働什ト1山里一柳り  

第31条び）5 法第17架こ第こうJ小川■ノニ′L引動省令て宣守ぺ■狛＝H、次（ハと耳川1二十る  

．子■一子求に係ろイーゾ）死L   

二 請求に係る／一が養J′て√♭）る場「ナにおけろ離結くほ養J′一線糾しり取汗jL  

請求に係る」′・が養J′・と／己／）たことそーノ）他び）榊Jfに［り、1㍑晶誹詫L仁′ソナ倒ポ‘と、－1－該「L川■仙；しないこととな／ノ  

ナー ▼－ L  

ノ㌧．、＿＿」   

川．‡－†テ求をした労働者骨、貢傷、疾病又は身体1ニケー．＝Lくど用神半h叫甘．㍉二Lり、、】1】該．fFl妄ノ畑二係る神仙棋肌炬）末＝モで  

叫吊、、】う．熱論求に係イトト生養イトろことができない状闇汁りご／ノ仁二1二   

（法第17条第4埴第1ゝユ・〔川享牛労働省令でに≠4事項）  

第31条肌6 前条の規定ご主、法第17条昔ト1Jと′湖1り一州ソニ′L引執省令でン定めろ・糾】に／）いて準川1て   

（法第18条苅1∫則二おいて準川十ろは第17条第1項昔パり1／）悍′巨け働れ＼て手で1上めろ占▲）  

第31条の7 箭31東レ）3第1り一山規定H、は第18条第1」土≠二おいご津り‖丁ろ法弟17条Ⅵ1項弟3片山厚′ト′芳倒れ、イナ   

で定めろ裾ニノ′穴、て一世＝すろ   

（法第18条第1項において1隼川すろ法第17条弟1項しノ）たル上にLろ．子f－】永山ノノ‘i′J∴享）  

弟31祭ノ）8 は第18条弟1項にぉいてflり‖すろ法第17条第1甘ハ軋′とにLLろ詩心L、次に掲げる事項を．毒■」顕した書   

面を率業斗に粗目卜十ろことに ト」ご子Jわノ′1二けかげ／工し、ノ／㌧い  

請求宜隼＝【】  

．‡占求を十る′引勘考〃）代γ－  

請求に係ろ対象′豪族（ノりし†．及びl、j」畑ル甘働肴と山続柄   

川 諸求に係る対象粛軋‖侶鉦L 兄欄姉妹鋸刃打湖）ろ」浅1i′汁二／モ））／）ごけ、第2小ノけ湖膵■が、11．該対象家抹と「け圧し、  

か／）、11．該対象家族を扶養していろ車主   

ょl二 請求に係る対象宏肱がl婁介．掛伏態にぁろ■軒美   

ハ 請求に係ろ碑‖猥期問ノ）初［l及び木l‡とrJ一ろ＝  

2 し圭一二業＝丈、F伸▲打ノ）請求がふ／）た七き仁L、Jl該．テ■tf求を〔ノたノ引勅許に対し／て、吊1一昭fニiり▲′ト㍑弟5 り・主でに掲げろ【軒jご   

を証「町することができる苦頼山陽Hを求≠巧二とができろ   

圧打第18条第1項におし、て準用守ろは第17条：斉i3項山卑′巨け働耳、てトこ定机ろ一汗‥l）  

第31条山9 法第18条弟1」畑ニムいニラ梓川ナろ法牒‖7条第；il頼ノ）厚′上方傾けl＼甘で定紋イ一両＝H、次（ハとおりと十ろ  

．さ－！テ風こ係ろ対象′為王族ソ）叱L  

離婚、婚柳城机、経線乳二上る・繍二係ろ対象家族と、■］該請求をしノ二労働育と直紀旅関係侶泄髄  

論求なしノた一ソJ■働首が、n傷、叛J11j丈は身体卜†■，：Lくは帖伸卜州境ノ．ii：に1二り、、】1「動乱来に係亮凋胴ミ期間けり王lたて  

の問、、11．該．甘求に係ろ対象豪族を介護rj‾ろことができ／ごい状灘訂二／己／一」たニセ   

（法第18条第1r勘二おいて準用十ろは≠17条箱1項第1り一し川≠，」‾′トノけ倒省令で定めろ■巨山）  

第31条の10 Flγ1条直視定圧、浩弟18条弟1」とrけニムいて準川守ろは第17条弟4項弟1り一州l，」二′上汁働省合で定めるL汗‥！   

に／）いて準ノ‡卜「ろ  

：才一：iキ津）4 深夜業㌦棚川ミ  
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（法第19条第1項第2旨・の厚生労働省令で定める者）  

第31条の11法第19条第1項第2ぢ一の厚生労働省令で定める者は、同項の規嵐こよる請求に係るr一の16歳以上の同   

居の家族（法第2条第5号の家放をいう。）であって、次の各号のいずれにも該当する者とする〔〕   

一 法第19条第1項の深夜（以卜▲「深夜」という。）において就業していない者（深夜における就業日数が1月につ  

いて3日以下の者を含む。）であること。   

二 負傷、疾病又は身体卜若しくは精神ヒの障害により請求に係る十を保育することが困難な状態にある者でないこ  

と。   

二 6週間（多胎妊娠の場合にあっては、14週間）以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しない者でな  

いこと。   

（法第19条第1項第3号の厚生労働省令で定める者）  

第31条の12 法第19条第1項第3号び）厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。   

一1週間の所定労働日数が2日以下の労働者   

二 所定労働時間の全部が探夜にある労働者   

（法第19条第1項の規定による請求の方法等）  

第31条の13 法第19条第1項の規定による請求は、次に掲げる事項を記載した書面を事業主に提出することによって   

行わなければならない。つ   

一 請求の年月日   

二 請求をする労働者の氏名   

三 請求に係る子の氏牒、生年上‖及び前号の労働者との続柄（請求に係る子が当該請求の際に出生していない場合  

にあっては、当該請求に係るr一を日産する予定である者の氏名、出産予定し】及び前号の労働者との続柄）   

四 請求に係る制限期間（法第19条第2項の制限期間をいう‖ 以トニの章において同じ。）の初日及び末日とする目   

わ二 請求に係る子が養子である場合にあっては、当該養子縁組の効力が生じた目   

六 第31条の11の者がいない事実  

2 事業主は、前項の請求があったときは、当該請求をした労働者に対して、当該請求に係る子の妊娠、出生若しくは   

養戸縁組の事実又は同項第6号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。  

3 請求に係る子が当該請求がされた後に出生したときは、当該請求をした労働者は、速やかに、当該子の氏名、生年   

月日及び当該労働者との続柄を書面で事業主に通知しなければならない。この場合において、事業主は、当該労働者   

に対して、当該子の出生の事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。   

（法第19条第3項の厚生労働省令で定める事由）  

第31条の14 法第19条第3項の厚生労働省令で定める卓出は、次のとおりとする。   

一 請求に係るr・の死亡   

二 請求に係る子が養子である場合における離縁又は養J’・縁組の取消   

二 請求に係る子が養子となったことその他の事情により当該請求をした労働者と当該子とが同居しないこととなっ  

たこと。   

四 請求をした労働者が、負傷、疾病又は身体L若しくは精神上の障害により、当該請求に係る制限期間の末日まで  

の間、当該請求に係る／一を養育することができない状態になったことし）   

（法第19条第4項第1号の厚生労働省令で定める事由）  

第31条の15 前条の規定は、法第19条第4項第1号の厚生労働省令で定める事由について準用する。   

（法第20条第1項において準用する法第19条第1項第2号の厚生労働省令で定める者）  

第31条の16 第31条の11の規嘉；は、法第20条第1頓において準用する法第19条第1項第2号の厚生労働省令で定   

める者について準用する。この場介において、第31条の11中「子」とあるのは「対象家族」と、同条第2号中「子」   

とあるのは「対象家族」と、「保育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。   

（法第20条第1項において準用する法第19条第1項第3号の厚生労働省令で定める者）  

第31条の17 第31条の12（r）規定は、法第20条第1項において準用する法第19条第1項第3弓・の厚生労働省令で定   

める者について準用する。   

（法第20条第1項において準用する法第19条第1項の規定による請求の方法等）  

第31条の18 法第20条第1項において準用する法第19条第1項の規定による請求は、次に掲げる事項を記載した書   

面を事業主に提出することによって、行わなければならない。  

一 請求の年月日   

二 請求をする労働者の氏名  

－ 78 －   




